
【全年次】 

進路だより 

前期の学習姿勢を振り返ってみましょう 
 本日、ホームルームで通知表が配付されました。平成30年度前期の学習成果が観点

別で評価され、五段階評価による「評定」がでています。 

卒業後の進路によっては「評定」が重要となってきます。特に、高校在学中の学習成

果として、進路決定時等に１年次～卒業年次までの評定を平均した値である「評定平均

値」が、進学時の受験資格や奨学金の申請資格として使用される場面が多くあります。 

なお、通知表は、一部の生徒を除いて自分が見た後は確実に保護者の方にお渡ししま

しょう。 

 

（１）「評定平均値」を計算してみよう 

通知表の前期評定の欄をみてみましょう。評定の数値を使用し、簡単な計算でその値

を知ることができるので、みなさんも計算してみましょう 

上記の通知表の評定から「評定平均値」を求める際の計算方法は次のとおりです。 

この場合、小数点第２位を四捨五入するので、この通知表の評定平均値は「3.6」と

なります。 
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勤務先によっては古い基準で時給を算出している恐れがあります。自分のアルバイトの時給を確認しましょう。 

（２）自分の「評定平均値」を計算してみよう 

評定を 

全部足す 

 

出た値を 

科目数で割る 

 

［１年次生］この方法で現時点の評定平均値を出すことができます。  

［２年次生］１年次学年末の評定もあわせて計算する必要があります。  

［３年次生］１年次・２年次学年末の評定もあわせて計算する必要があります。  

［４年次生］１年次・２年次・３年次学年末の評定もあわせて計算する必要があります。 

 

 

１０月１日より 最低賃金 \９８３に引き上げ  
 

 

平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額983円（27円引き上げ）とな

ります。（改正までは、平成29年度神奈川県最低賃金時間額956円が適用されます） 

 県内で働く常用・臨時・アルバイト等全ての労働者に適用され、使用者はこの金額以

上を支払わなければなりません。 

 改正時によくある話として、「使用者が変更を忘れていた」というケースがありま

す。10月以降の給与明細をしっかりと確認し、時給が983円を下回っている場合には速

やかにアルバイト先の責任者に申し出ましょう。 

 万が一、アルバイト先の責任者が応じなかった場合、これは大変悪質であると言えま

す。当然、法律にも違反している行為であり、使

用者は「最低賃金法第40条」にもとづき、50万

円以下の罰金という刑事罰が科せられる可能性が

あります。 

 アルバイト先で困ったことがあった場合には、

保護者の方に相談をしましょう。また、必要に応

じて学校でも相談先を案内します。 

 

都道府県名 
最低賃金 

10月１日から ９月まで 

神奈川県 ￥983 ￥956 

東 京 都 ￥985 ￥958 

埼 玉 県 ￥898 ￥871 

千 葉 県 ￥895 ￥868 


